
仕 様 書 

 

 

１ 対象物品 

  対象物品は、別紙「車両点検一覧表」に定める自動車をいう。 

  車体検査、定期点検以外の整備（消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。）については、

受注者が点検を実施した結果、予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、発注者

の命じた監督職員（以下「監督職員」という。）に連絡のうえ指示を受けるものとする。 

 

 

２ 請負内容 

（１）受注者は、発注者の発行する発注書（以下「発注書」という。）に基づき、埼玉森林

管理事務所において車両を引き取り、発注書に定める点検・検査等を実施のうえ、納

入場所に返還するものとする。 

（２）発注書並びに内訳書における項目の内容は次のとおりとする。 

   ア 定期点検整備とは、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号、以下「法」という。）

第４８条に基づく点検整備とする。 

   イ 継続検査とは、法第６２条に基づく検査とする。 

   ウ 保安確認検査とは、法第６２条に定める継続検査に係るものとする。 

   エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必

要な継続検査申請書は受注者が自己の負担において用意するものとする。 

   オ  スチーム洗浄とは、車体、エンジンルーム及び下まわりの温水による高圧洗浄機での

清掃をいう。 

   カ 下回り塗装とは、シャーシ等に施す錆止め塗装をいう。 

   キ  車内及び外回り洗浄とは、車内の粉じん等ゴミの除去、マットの清掃、樹脂並びに鉄

製部分の拭き掃除、外回りの洗浄及び拭き掃除の作業をいう。 

   ク 車両陸送とは、埼玉森林管理事務所から自動車整備工場までの引き取り及び自動車整

備工場から埼玉森林管理事務所までの納入の作業をいう。 

ケ 代車とは、点検等の期間中、臨時的に別の自動車を配備することをいう。 

なお、代車の配備に当たっては、任意保険(対人及び対物保険）に加入している車両と

すること。 

コ 上記以外の業務について、発注者は受注者に依頼できるものとする。 

（３）受注者は、普通乗用車の継続検査完了時には紙面の「自動車検査証記録事項」を出力

し、発注者へ提出するものとする。 

 

 



３ その他 

受注者は、車両の返還にあたっては、監督職員に点検結果を説明するとともに、交換部品が

あった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らか

にすること。 

  また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。 

  なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備

した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。 

 

 

以上  



別紙

埼玉森林管理事務所
自動
車重
量税

自 至
期間
（月）

1
三菱
ミニキャブトラック

熊谷480
く　64－83

軽・貨物・
自家用

U62T
-1604386

GBD-U62T 800 1,260 H22.12.13 R8.12.12 R8.10月 - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8,200 R7.1.13 R9.1.13 24ヶ月 17,540

2
ニッサン
エクストレイル

熊谷301
ち　92－03

普通・乗
用・自家用

NT32
-586349

DBA-NT32 1,510 1,785 H30.11.15 R9.11.14 R8.11月 ○ ○ ○ - - - - - - - - R7.12.15 R9.12.15 24ヶ月 17,650

3
ダイハツ
ビーゴ

熊谷501
ほ　38－89

小型・乗
用・自家用

J210G
-2001512

ABA-J210G 1,200 1,475 H28.3.11 R9.3.10 R9.1月 - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24,600 R7.4.11 R9.4.11 24ヶ月 17,650

4
ニッサン
エクストレイル

熊谷300
ゆ　92－41

普通・乗
用・自家用

NT31
-308300

DBA-NT31 1,500 1,775 H25.1.21 R10.1.23 R9.1月 ○ ○ ○ - - - - - - - - R8.2.21 R10.2.21 24ヶ月 17,650

5
スズキ
エブリイ

熊谷480
そ　75－15

軽・貨物・
自家用

DA17V
-302405

HBD-DA17V 900 1,360 H30.3.5 R10.3.4 R9.2月 ○ ○ ○ - - - - - - - - R8.4.5 R10.4.5 24ヶ月 17,540

6
ダイハツ
ロッキー

熊谷502
せ　71－63

小型・乗
用・自家用

A210S-
0024813

3BA-A210S 1,040 1,315 R7.3.6 R10.3.5 R9.2月 ○ ○ ○ - - - - - - - - R7.3.6 R10.4.6 37ヶ月 24,190

7
ニッサン
エクストレイル

熊谷301
さ　74－17

普通・乗
用・自家用

NT32
-510992

DBA-NT32 1,500 1,775 H27.3.11 R10.3.10 R9.2月 ○ ○ ○ - - - - - - - - R8.4.11 R10.4.11 24ヶ月 17,650
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